
【令和２年度分】
公益法人の場合

公益
法人

の区分

国認定、
都道府
県認定
の区分

応札・応
募者数

令和2年度　不動産鑑定評価業務（横浜）

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R2.7.6
株式会社ファースト不動産鑑定
東京都足立区西新井4-26-18 一般競争入札 2,871,000 円 605,000 円 21.1% ― ― ― ―

クラウド型ファイルサーバ構築及び保守・
運用業務（単価契約）

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

― ― 一般競争入札 ― ― ― ― ― ― ―

引越荷物運送契約（令和2年度）

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R2.10.1
アートコーポレーション株式会社
東京都品川区東品川3-10 一般競争入札 4,051,500 円 2,486,502 円 61.4% ― ― ― ―

令和2年度　労働者派遣契約（横浜）※単
価契約

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R2.10.23
NEXCO中日本サービス株式会社
東京都新宿区西新宿1-8-1 一般競争入札 2,606,169 円 1,461,290 円 56.1% ― ― ― ―

令和2年度　労働者派遣契約（関西業務
部）
※単価契約

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R2.10.23
NEXCO中日本サービス株式会社
東京都新宿区西新宿1-8-1 一般競争入札 7,858,620 円 5,587,479 円 71.1% ― ― ― ―

福井県内における不動産表示登記等
※単価契約

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R2.12.21
土地家屋調査士法人MKS登記事務所
奈良県宇陀市大宇陀下竹169-3 一般競争入札 12,676,673 円 7,821,507 円 61.7% ― ― ― ―

令和3年度道路占用料算定に係る不動産
鑑定業務（関西業務部）

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R3.1.18
株式会社共立不動産鑑定事務所
東京都渋谷区渋谷1-12-12 一般競争入札 5,751,900 円 1,743,280 円 30.3% ― ― ― ―

旧仁保ＩＣ不動産鑑定及び売却補助業務

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R3.1.18
株式会社中央不動産鑑定所大阪支所
大阪府大阪市中央区伏見町2-3-9 一般競争入札 3,446,300 円 1,111,000 円 32.2% ― ― ― ―

自動車運行管理業務（単価契約）

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R3.3.31
株式会社ドライバーズサービスセンター
東京都渋谷区代々木4-22-11 一般競争入札 14,180,466 円 8,988,650 円 63.4% ― ― ― ―

公共調達の適正化について（平成18年8月25日財計第2017号）及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年
6月1日行政改革実行本部決定）に基づく競争入札に係る情報の公表（物品役務等）

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

予定価格
（税込み）

契約金額
（税込み）

落札率 備考物品役務等の名称及び数量

契約職等の氏名
及びその所属す
る組織等の所在

地

契約締結日 契約相手方の氏名及び住所
一般競争入札・指
名競争入札の別
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公益法人の場合
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（税込み）

落札率 備考物品役務等の名称及び数量

契約職等の氏名
及びその所属す
る組織等の所在

地

契約締結日 契約相手方の氏名及び住所
一般競争入札・指
名競争入札の別

可搬式蓄電池購入

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R3.2.26
セコム株式会社
東京都渋谷区神宮前1-5-1 一般競争入札 2,761,915 円 1,947,000 円 70.5% ― ― ― ―

令和2年度テレビ会議システム保守業務

理事長代理
中村　貴志
神奈川県横浜市
西区高島1-1-2

R3.2.25
株式会社大塚商会
東京都千代田区飯田橋2-18-4 一般競争入札 2,009,333 円 1,742,400 円 86.7% ― ― ― ―

※予定価格、契約金額に適用している消費税率は、備考欄に記載。

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は、「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は、「特例社団法人」をいう。 注）基準単価項目に対する単価を入札書に記載する方式

契約単価は、基準単価項目については、入札書記載の価格を契約単価とし、

その他の項目については、入札書記載の価格に、仕様書に記載している

基準単価率（当該単価を基準単価で除したもの）を乗じた価格（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。）

を契約単価とする。（契約単価多数の為、個別単価は省略）
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